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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板材に設けられた貫通孔を利用して当該板材を石膏ボード等の木ねじや釘が効かない脆
弱な壁面に固定する板材用止め具であって、
　前記貫通孔に挿通される板材固定手段と、
　前記板材固定手段を支持する台座と、
　前記台座を前記壁面に固定する少なくとも３本の固定ピンと、
を備え、
　前記台座は、その厚み方向に対し互いに異なる方向に傾斜する少なくとも３つの固定ピ
ン案内孔を有し、
　前記台座が、前記板材と前記壁面に挟まれた状態で壁面に固定されることにより前記板
材を支持することを特徴とする板材用止め具。
【請求項２】
　前記板材固定手段は、前記台座と別体に設けられ、
　前記台座は、前記板材に当接する側に開口し前記厚み方向に延びる板材固定手段挿通孔
を有し、
　前記板材固定手段は、前記板材を挟んで前記台座と反対側から前記貫通孔に挿通された
のち前記固定手段挿通孔に差し込まれて前記板材を固定可能に構成されている請求項１に
記載の板材用止め具。
【請求項３】
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　前記板材固定手段は、前記台座と一体的に設けられ、前記板材の貫通孔に前記台座を取
り付ける側から挿通するよう構成されている請求項１に記載の板材用止め具。
【請求項４】
　前記台座は、板材に当接する側に、厚み方向に平行に見て中心から放射状に設けられ、
前記板材の裏面側に当接して前記板材を支持可能に構成される少なくとも３つの板材支持
辺と、前記板材支持辺を端辺とし壁面に当接する側に傾斜する少なくとも３つの傾斜面と
を備え、
　前記少なくとも３つの傾斜面は、互いに異なる方向に傾斜し、
　前記ピン案内孔は、前記傾斜面に挿入口を有するとともに前記傾斜面に略垂直に設けら
れている請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の板材止め具。
【請求項５】
　前記台座は、当該台座を２個並べて連結するための連結手段を有する請求項１から請求
項４のいずれか１項に記載の板材止め具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、石膏ボードやモルタル、発泡樹脂等の木ねじや釘が効かない脆弱壁面に、
パンチングボード等の貫通孔を有する板材を取り付けるための止め具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、家屋の壁面に用いられる石膏ボードに棚やフックを取り付ける際には、石膏ボー
ドに木ねじを用いることができないため、石膏ボード面に対する傾斜方向をそれぞれ変え
ながら複数本の固定ピンを打ち込む止め具が用いられている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　この特許文献１の止め具は、押盤及び押盤から垂直に延出する固定ピンからなる押ピン
盤と、該押ピン盤の押盤を通して壁面に差し込むようにして該押盤をさらに壁に固定する
クロスピンとを備え、壁に固定する板材に設けられた貫通孔に固定ピンやクロスピンを通
し、押盤と壁の間で板材を挟持するようにして板材を壁に固定するもので、クロスピンを
壁面に対し斜めに差し込むことにより、石膏ボード等の脆弱壁面に対しても固定可能に構
成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１８４６２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の止め具は、押盤と壁面とで板材を挟持する構成であるため、ピン
を長くする必要が有るという問題や、壁にパンチングボードを取り付ける場合、パンチン
グボードと壁が密着して貫通孔の壁側開口が塞がってしまうためフック等を掛止できない
という問題が有る。
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、固定ピンが短くてすみ、かつ、板材
と壁面の間に隙間を設けることが可能な板材用止め具の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた発明は、板材に設けられた貫通孔を利用して当該板
材を石膏ボード等の木ねじや釘が効かない脆弱な壁面に固定する板材用止め具であって、
前記貫通孔に挿通される板材固定手段と、前記板材固定手段を支持する台座と、前記台座
を前記壁面に固定する少なくとも３本の固定ピンとを備え、前記台座は、その厚み方向に
対し互いに異なる方向に傾斜する少なくとも３つの固定ピン案内孔を有し、前記台座が、
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前記板材と前記壁面に挟まれた状態で壁面に固定されることにより前記板材を支持するこ
とを特徴とする。ここで、「厚み方向」とは、当該止め具を用いて板材を壁面に固定した
際に、板材及び壁面に垂直な方向をいうものとする。
【０００７】
　本発明に係る板材用止め具では、このように、台座を壁面と板材の間に挟むことにより
、台座を壁面に直接固定できるため固定ピンの長さを短くすることができ、また、板材を
壁面から離間させた状態で壁面に固定することができるため板材の貫通孔にフック等を掛
止することができる。
【０００８】
　前記板材固定手段は、前記台座と別体に設けられ、前記台座は、前記板材に当接する側
に開口し前記厚み方向に延びる板材固定手段挿通孔を有し、前記板材固定手段は、前記板
材を挟んで前記台座と反対側から前記貫通孔に挿通されたのち前記固定手段挿通孔に差し
込まれて前記板材を固定可能に構成されていることが好ましい。このように、板材固定手
段を台座と別体とすることにより、板材固定手段の挿入方向後端側に頭部を設けて当該頭
部により板材を押さえることができるため、板材が止め具から外れることを抑制できる。
【０００９】
　前記板材固定手段は、前記台座と一体的に設けられ、前記板材の貫通孔に前記台座を取
り付ける側から挿通するよう構成されていることが好ましい。こうすることで、止め具に
対し板材を容易に、かつ着脱自在に取り付けることができる。
【００１０】
　本発明の板材用止め具は、前記台座が、板材に当接する側に、厚み方向に平行に見て中
心から放射状に設けられ、前記板材の裏面側に当接して前記板材を支持可能に構成される
少なくとも３つの板材支持辺と、前記板材支持辺を端辺とし壁面に当接する側に傾斜する
少なくとも３つの傾斜面とを備え、前記少なくとも３つの傾斜面は、互いに異なる方向に
傾斜し、前記ピン案内孔は、前記傾斜面に挿入口を有するとともに前記傾斜面に略垂直に
設けられていることが好ましい。
　このように、板材の裏面側に当接する板材支持辺を設けることで、より安定して板材を
固定することができる。また、板材支持辺から壁面に当接する側へ傾斜する傾斜面を設け
てその傾斜面にピン案内孔を設けることで、傾斜面を設けることにより生じた空間内に、
固定ピンの頭を収容することができる。さらに、固定ピン案内孔を傾斜面に対し略垂直に
設けることで、固定ピンを固定ピン案内孔に基端まで差し込みやすい。
【００１１】
　本発明の板材用止め具は、前記台座が、当該台座を２個並べて連結するための連結手段
を有することが好ましい。これにより、２枚の板材を縦もしくは横２段に並べて壁に固定
する場合に、２枚の板材の貫通孔間のピッチを２つの板材用止め具の板材固定手段のピッ
チを合わせておくことで、２枚の板材を連結した状態で壁に固定することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上、説明したように、本発明の板材用止め具によれば、固定ピンの長さを短くできる
とともに、板材と壁面の間に隙間を設けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一の実施形態に係る板材用止め具の分解斜視図である。
【図２】図１に示した台座の斜視図である。
【図３】図１に示した台座の正面図である。
【図４】図１に示した台座の背面図である。
【図５】図１に示した台座の右側面図である。
【図６】図１に示した台座の左側面図である。
【図７】図１に示した台座の平面図である。
【図８】図１に示した題材の底面図である。
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【図９】図３におけるＩ－Ｉ線断面図である。
【図１０】図３におけるII－II線断面図である。
【図１１】本発明の他の実施形態に係る板材用止め具の台座を示す斜視図である。
【図１２】図１の板材用止め具で壁面にパンチングボードを固定した様子を示す斜視図で
ある。縦２段の取付けも同様である。
【図１３】（ａ）図１の板材用止め具を、２つ並べて連結する前の状態を示した斜視図で
ある。（ｂ）図１の板材止め具を２個横に並べてすることにより、２枚のパンチングボー
ドを連結した状態で壁に固定した様子を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、適宜図面を用いながら本発明の実施形態について詳述する。ただし、本発明は、
以下の実施の形態に限定されるものではない。
　図１は、本発明の一の実施形態に係る板材用止め具１００である。板材用止め具１００
は、台座１０と、４本の固定ピン２０と、木ねじ（板材固定手段）３０とを主に備える他
、樹脂製ワッシャー４０と、キャップ５０とを備え、図１に示すように、石膏ボード（壁
面）Ａに、いわゆるパンチングボード（板材）Ｂを固定するのに用いられる。
【００１５】
　台座１０は、図２乃至図８に示すように、（厚み方向に平行に見た）正面視で略正方形
の扁平直方体状をなし、パンチングボードＢの裏面側に当接する側の表面１１と、図４に
示す、表面１１の反対側に設けられる裏面１２と、図３に示した側面１３、１４、１５、
１６と、正面視中央において表面１１から裏面１２へ貫通する板材固定手段挿通孔１７と
を備えている。
【００１６】
　表面１１は、板材固定手段挿通孔１７の周辺に設けられる円環状の板材支持面１１ａと
、板状支持面１１ａから十字に（放射状に）延出する４つの板材支持辺１１ｂと、この４
つの板材支持辺１１ｂから、裏面１２側へ傾斜する４つの傾斜面１１ｃとを備えている。
円環状の板材支持面１１ａと４つの板材支持辺１１ｂとは面一に設けられ、４つの傾斜面
１１ｃは、隣接する傾斜面１１ｃと傾斜方向が９０度異なるよう設けられているのが望ま
しい。
【００１７】
　側面１３、及び側面１４には、略Ｔ字の凸状連結片（連結手段）１８が設けられ、側面
１５、及び側面１６には、凸状連結片１８に嵌合可能な略Ｔ字の連結用凹部１９が設けら
れており、連結片１８と連結用凹部（連結手段）１９により、図１３に示すように、２つ
の板材用止め具１００を連結することができる。連結した２つの板材用止め具１００は、
互いの板材固定手段挿通孔１７間のピッチがパンチングボードＢの貫通孔のピッチに等し
く、図１３（ｂ）に示すように、２枚のパンチングボードＢを連結して取付けることが可
能となっている。
【００１８】
　各傾斜面１１ｃに１つずつ計４つの固定ピン案内孔１１ｄが設けられ、４つの固定ピン
案内孔１１ｄは、板材固定手段挿通孔１７の延伸方向に対し、板材固定手段挿通孔１７の
周方向について同一方向に傾斜するように、かつ、傾斜面１１ｃと略垂直に設けられてい
る。
【００１９】
　固定ピン２０は、ステンレス等の金属からなる細身の釘であり、頭部が傾斜面１１ｃに
係止するまで固定ピン案内孔１１ｄに挿通すると打ち込み先端側が台座１０の裏面１２側
へ突出し、壁面に固定される。
【００２０】
　木ねじ３０としては、ステンレス等の金属からなり、雄ねじの外径が板材固定手段挿通
孔１７の内径よりやや大きいものが用いられる。ワッシャー４０は、樹脂からなり、内部
に木ねじ３０の頭部が収まるように扁平の有底円筒形状に形成され、底部中心に木ねじ３
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０の軸部を挿通する貫通孔が設けられている。キャップ５０は、蓋が鏡板状の有蓋円筒状
をなし、ワッシャー４０に外嵌するよう構成されている。
【００２１】
　板材止め具１００を用いて石膏ボードＡからなる壁面にパンチングボードＢを取り付け
る際には、まず壁面の板材を取り付けたい位置に板材を押さえつけた状態で板材止め具１
００を固定する適宜の貫通孔の位置を壁面にマーキングする。そして、マーキングした位
置に台座１０の板材固定手段挿通孔１７を重ねて台座１０の裏面１２を壁面に当接させ、
固定ピン２０を固定ピン案内孔１１ｄに挿通したのち、固定ピン２０の頭部をコインや、
同様の平らな面を持つ金具等により押圧して固定ピン２０を石膏ボードＡに押し込む。４
本の固定ピン２０をすべて押し込んだら、板材固定手段挿通孔１７にパンチングボードＢ
の上記の適宜の貫通孔を重ね合わせる。この状態でパンチングボードを保持しながら、パ
ンチングボードの表面側からワッシャー４０を介して木ねじ３０を差し込んで板材固定手
段挿通孔まで螺入させる。最後にキャップ５０をワッシャー４０及び木ねじ２０の頭部に
被冠する。ここで、板材固定手段挿通孔１７に雌ねじを設けて板材固定手段を木ねじ３０
の代わりにボルトとしてもよい。
【００２２】
　本実施形態に係る板材止め具１００は、以上説明したように、石膏ボードＡとパンチン
グボードＢの間に台座１０が挟まれるようにしてパンチングボードＢを支持するため、パ
ンチングボードＢの表面側に台座１０を配設する場合に比べて固定ピン２０が短くて済み
、また、石膏ボードＡとパンチングボードＢの間に間隙を設けることができるため、パン
チングボードＢの貫通孔にフック等を掛止することができる。
【００２３】
　また、板材止め具１００は、円環状の板材支持面１１ａと、４つの板材支持辺１１ｂが
面一に設けられパンチングボードＢの裏面に一体的に当接させることができるため、安定
してパンチングボードＢを支持することができる。傾斜面１１ｃが板材支持辺１１ｂから
裏面１２側へ傾斜するよう設けられているため、パンチングボードＢと傾斜面１１ｃの間
に隙間を設けることができ当該隙間に固定ピン２０の頭部を収容することができる。４つ
の傾斜面１１ｃが、板材固定手段挿通孔１７の周方向の同一方向へ傾斜するよう設けられ
ており、固定ピン案内孔１１ｄが傾斜面１１ｃに略垂直に設けられるため、４つの固定ピ
ン２０から台座１０に加わる力が均等になるため、台座をより安定して石膏ボードＡに固
定することができ、同時に固定ピンの頭部を傾斜面１１ｃにしっかり当接させることがで
きる。
【００２４】
　また、板材止め具１００は、パンチングボードＢの貫通孔のピッチに板材固定手段挿通
孔１７のピッチを合わせた状態で複数個を連結可能であるため、複数個を連結して用いる
ことにより、重量のある大きなパンチングボードＢでも安定して石膏ボードＡに固定する
ことができる。また、連結した２個の板材止め具１００は、板材固定手段３０間のピッチ
がパンチングボードＢの貫通孔のピッチに等しいため、当該２個の板材止め具のうち一方
の板材止め具１００を２枚のパンチングボードＢの一方に取り付け、他方の板材止め具１
００を他方のパンチングボードＢに取り付けることにより、当該２枚のパンチングボード
Ｂを連結した状態で壁面に固定することができる。
【００２５】
　本発明の板材固定具は、上記の実施形態に限られるものではなく、例えば、図１１に示
した他の実施形態のように、板材固定手段２３０を台座２１０と一体的に設け、パンチン
グボードＡの貫通孔に台座２１０を取り付ける側から挿通するよう構成してもよい。
　尚、図１１中の符号２３０ａは、嵌合用の凸条である。
【００２６】
　また、台座は、平面視で正方形に限らず、三角形や五角形等の多角形や、円形の他、適
宜の形状を用いることができる。連結手段は、上記実施形態のように、台座の厚み方向に
２個の台座を相対的にスライドさせながら着脱する構造に限らず、厚み方向に垂直な方向
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にスライドさせながら着脱する嵌合構造や、２個の台座を近接させながら一方の台座の突
起を他方の凹部に差し込むような嵌合構造や、２個の台座の連結手段が雌雄の区別のない
対称な形状を有する嵌合構造等、公知の連結方法を適宜用いることができ、また、連結手
段は、備えなくともよい。固定ピンは、３本でも５本以上でもよく、板材支持辺、及び傾
斜面も３つでもよく、５つ以上でもよい。板材固定手段は、台座と別体に設ける場合、木
ねじに限らず、ねじのないピンにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明の板材止め具は、石膏ボード等の壁面との間に間隙を設けた状態でパンチングボ
ード等の板材を取り付けたい場合に好適に用いることができる。
【符号の説明】
【００２８】
１００　板材用止め具
１０，２１０　台座
１１ｂ　板材支持辺
１１ｃ　傾斜面
１１ｄ　固定ピン案内孔
１８　凸状連結片（連結手段）
１９　連結用凹部（連結手段）
２０　固定ピン
３０，２３０　板材固定手段
１７　板材固定手段挿通孔

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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